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R2バリアフリー法改正に関する説明会（第Ⅱ部）
R2バリアフリー法改正と移動等円滑化促進方針・基本構想の作成支援説明会

※本事例集に記載の内容は、各自治体において作成されたマスタープラン・基本構想に基づき、
国土交通省において編集を行っているものであり、実際の計画に記載の表現等と異なる場合が
あります。実際の記載内容については、各計画本体をご参照ください。
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• 建物や公共交通施設等のバリアフリー化の推進
• 段階的、持続的なバリアフリー化の推進
• 市民一人ひとりがお互いを理解し支え合う、心のバリアフリーの推進

山口県宇部市

○ 移動等円滑化に係る基本的な方針

＜マスタープランの概要＞

東京大会を契機とした「共生社会ホストタウン」に全国で初めて登録されたことを受けて、ユニバーサルデザインのまちづくりと心のバリアフリーに
取り組むこととの一環として作成。
関連計画である中心市街地活性化基本計画等の内容を反映させつつ、都市計画マスタープランや立地適正化計画での位置づけを区域設
定に反映。

●移動等円滑化促進方針の評価・見直しに関する方針：
• 移動等円滑化促進地区におけるバリアフリー化に関する措置の状況をについて、

毎年度、調査及び評価を実施。
• 宇部市公共交通協議会に調査結果を報告し、必要に応じて変更。
• 事業化の目処が立った場合には、基本構想の作成へと移行予定。

●市の概況： （平成31年4月1日時点等）

人口 164,899人
世帯数 79,228世帯
市域の面積 28,665ha

高齢者数 53,901人 32.7%

身体障害者数 7,090人 4.3%
知的障害者数 1,521人 0.9%
精神障害者数 1,352人 0.8%

●移動等円滑化促進地区：２地区
位置 面積 選定理由

市役所周辺地区 約152ha ・都市中枢機能が集積（都市機能誘導区域）
・中心市街地活性化の対象エリア

宇部駅周辺地区 約72ha
・１日3,000人以上の乗降客がある宇部駅があり、鉄道
と路線バスの交通結節点

・立地適正化計画において「地域拠点」と位置づけ

• 市民、事業者、行政の協働によるバリアフリー化の取り組み
• 情報のバリアフリー化の推進

地域公共バリアフリー化調査事業活用

※凡例：◎必須記載事項、○任意記載事項

●法定協議会：宇部市公共交通協議会
●利用者の意見反映：①協議会の開催（３回）

②まち歩き点検及びワークショップの開催（各地区１回）
③パブリックコメント（24件）

●計画期間：５年間（令和２年度～令和６年度）
●作成期間：約１年（平成31年3月～令和２年３月）
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●移動等円滑化の促進に関する事項
• 全市的な移動等円滑化の促進に関する取

組を示しつつ、地区ごとの取組内容を記載。

●移動等円滑化促進地区の位置・区域
• 市役所周辺地区（面積：約152ha）

◎ 移動等円滑化促進地区①

取組内容 主な実施主体

市の玄関口である宇部新川駅において交通
結節点としての機能充実を図り、市内外から
の公共交通によるアクセスの利便性を向上

公共交通事業者

宇部新川駅の駅舎や駅前広場など一体的
なバリアフリー化について検討

公共交通事業者
（道路管理者）

ユニバーサルデザインに対応した新しい市役
所庁舎の建設

宇部市宇部市バリアフリー化改修助成制度の助成
率を引き上げ、民間施設のバリアフリー化を
促進

都市公園のトイレを多目的トイレに改修する、
また点字や多言語等での案内表示の設置 施設管理者

公園や道路など歩行者空間の質的向上を
図り、歩いて暮らせる居住空間を整備

施設管理者
（道路管理者）

老朽化した視覚障害者用誘導ブロック等の
改修や歩道の補修等により路面上の段差や
勾配を優先的に改善

道路管理者

●主な生活関連施設
• 市役所、保健センター、総合福祉会館、

金融機関、商業施設等
• 旅客施設：JR宇部新川駅、JR琴芝駅

※凡例：◎必須記載事項、○任意記載事項
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●主な生活関連施設
• 市民センター、交番、金融機関、商業施設等
• 旅客施設：JR宇部駅

●移動等円滑化の促進に関する事項
• 全市的な移動等円滑化の促進に関する取組を示しつつ、

地区ごとの取組内容を記載。

●移動等円滑化促進地区の位置・区域
• 宇部駅周辺地区（面積：約72ha）

◎ 移動等円滑化促進地区②

取組内容 主な実施主体
西の交通拠点として、宇部駅の交通結節
機能を充実

公共交通事業者
JR 宇部駅のバリアフリー化を図るため、エ
レベーター付き跨線橋等の整備
駐輪場の増設とともに、利用者のニーズに
応じた駅前広場の一体的な整備

公共交通事業者
宇部市

西の玄関口である宇部駅周辺において緑
と花と彫刻のまちの印象を与える空間づく
りの創出

宇部市
宇部市バリアフリー化改修助成制度の助
成率を引き上げ、民間施設のバリアフリー
化を促進
段差や傾斜の解消など歩道の維持管理
の実施
歩道の補修等により路面上の段差や勾
配を優先的に改善

道路管理者

※凡例：◎必須記載事項、○任意記載事項



○ 心のバリアフリーの推進
• 以下の旅客施設と道路の境界等において改修等を行う場合

に、工事着手の30日前までに改修工事の内容等を市町村に
届け出てもらうことが必要。

• 各施設設置管理者から年度末までに報告を受け、当該情報
を整理し、ホームページ等で公表。

• 市民、事業者、行政がそれぞれの立場で協力して取り組むべ
き内容を記載。

届出対象範囲

対象施設
義 務：旅客施設、特定道路
努力義務：特定路外駐車場、特定公園施設、特別特定建築物

情報提供の内容
高齢者や障害者に配慮したエレベーターの設置
高齢者や障害者に配慮したトイレ、駐車施設の設置箇所 等

以下の施設間の出入口部分が対象
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◎ 行為の届出に関する事項

宇部市バリアフリー化マスタープラン【令和２年３月公表】

宇部市登録バリアフリー施設の一覧と地図情報をHPで公表している

位置 旅客施設 道路 届出の範囲

市役所
周辺地区

宇部新川
駅

市道 宇部新川恩田線
市道 松島町２号線

駅前広場（ロー
タリー）との連続
性確保

琴芝駅
市道 琴芝町線
市道 琴芝通り南京納
川津線

鉄道駅施設との
連続性確保

宇部駅
周辺地区 宇部駅 市道 宇部駅洗川線

駅前広場（ロー
タリー）との連続
性確保

主な記載内容
①市民による心のバリアフリー

• 市民一人ひとりが「自分ができること」を考え、行動できるような取
り組みを推進。

②事業者による心のバリアフリー
• 社員・職員教育をはじめとした、利用者の立場に立った心のバリ

アフリーに向けた意識を醸成するための取り組みを推進。
③行政による心のバリアフリー

• 市広報や市ホームページ等を通じて高齢者や障害者に対する知
識や理解を促すなど、広報・啓発活動の推進。

• 移動等円滑化のための事業に対する支援措置の充実。
• バリアフリー教育の推進などの広く市民に心のバリアフリーの意識を

醸成するための取り組みを推進。

※凡例：◎必須記載事項、○任意記載事項

○ バリアフリー情報の収集・整理・提供に関する事項



• 都市公園への多機能トイレの設置や市営住宅のバリアフリー化など、市施設のバリアフリー化を実施

• 市内小中学校での多機能トイレ及び洋式トイレの設置や校舎玄関のバリアフリー化
（スロープ、手すりの設置）、障害者用駐車場の設置など

• 店舗等のバリアフリー化改修費の助成率を移動等円滑化促進地区については、1/2から2/3に引き上げ

• 共生社会ホストタウンジュニアサポーターとホストタウンの相手国であるパラリンピアンのオンラインによる交流

• 外国人住民のための生活ガイドブックの作成及び市ホームページの対応言語の拡大

• 「広報うべ」や「議会だより」等の点字・音訳版の配布

• 宇部志立市民大学共生社会学部を開講し、
市民が高齢者や障害に関する理解を深めるとともに、
配慮のポイントなどを学ぶ講座を開催

• 移動等円滑化促進地区内の施設等のバリアフリー化の情報をホームページに掲載
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宇部市バリアフリー化マスタープラン作成後の取組状況

＜マスタープラン作成後の取組状況＞
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①ユニバーサルデザインの考え方に沿ったまちづくり
②奈良の魅力を高めるバリアフリーの推進

奈良県奈良市

○ 移動等円滑化に係る基本的な方針

＜マスタープランの概要＞

持続可能な開発目標（SDGs）に基づいた『だれひとり取り残さない！』をスローガンに、多様なつながりによる共生のまちの実現に向け、ハー
ド・ソフト両面のバリアフリーを推進する取組の一環として作成。
寺院・神社など多くの世界遺産を含む古都奈良の街並みを後世に引き継いでいく国際文化観光都市として、インバウンドをはじめとした観光
客のほか、市民も含めて、誰もが安全・安心に快適に移動し、暮らすことができるまちを目指し、ユニバーサル社会に向けた取組方針を提示。

●市の概況： （平成31年4月1日時点）
（精神障害者数は、令和元年６月１日時点）

人口 356,352人
世帯数 162,380世帯
市域の面積 27,694ha

高齢者数 108,849人 30.5%

身体障害者数 13,994人 3.9%
知的障害者数 2,851人 0.8%
精神障害者数 3,705人 1.0%

③みんなで取り組むバリアフリー社会の実現
④思いやりの精神をはぐくむこころのバリアフリーの推進

●作成期間：約７ヶ月（令和元年９月～令和２年３月）

地域公共バリアフリー化調査事業活用

●移動等円滑化促進方針の評価・見直しに関する方針：
• 理念計画に基づいた取組の進捗状況について、進行管理を実施し、広く市民等へ

情報提供に努めると共に、奈良市移動等円滑化促進協議会で協議・検討・推進。
• 協議内容について、奈良市地域自立支援協議会をはじめとした関係機関と意見交

換し、マスタープランや基本構想の特定事業計画等へ反映。

●移動等円滑化促進地区：３地区
位置 面積 選定理由

JR奈良駅・近鉄奈
良駅周辺地区 約330ha ・奈良公園等の観光施設、県庁等の公共施設等の集積

・既存の基本構想における重点整備地区

大和西大寺駅周
辺地区 約110ha ・県内外多方面をつなぐ乗換駅としての交通結節点

・国立公園として整備が進められている平城宮跡に隣接

JR新駅（八条・大
安寺）周辺地区 約75ha ・「八条・大安寺周辺地区まちづくり基本構想」による開

発予定地

●法定協議会：奈良市移動等円滑化促進協議会
●利用者の意見反映：①協議会の開催（２回）

②協議会に参加していない団体からのヒアリング（５団体）
③パブリックコメント（６件）

●計画期間：ー（法令・上位計画等の変更など必要に応じて基本構想とともに見直し）

※凡例：◎必須記載事項、○任意記載事項
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●移動等円滑化促進地区の位置・区域
• JR奈良駅・近鉄奈良駅周辺地区（面積：約330ha）

◎ 移動等円滑化促進地区（一例）

奈良市ユニバーサルデザインマスタープラン【令和２年３月公表】

●主な生活関連施設
• 県庁、税務署、国立博物館、興福寺、東大寺、奈良公園 等
• 旅客施設：JR奈良駅、近鉄奈良駅

●移動等円滑化の促進に関する事項
• 地区の特徴や上位・関連計画における位置

づけ、地区の主な課題を整理した上で、地区
の将来像を基本方針として地区ごとに記載。

※凡例：◎必須記載事項、○任意記載事項



○ 心のバリアフリーの推進

○ バリアフリー情報の収集・整理・提供に関する事項

• 以下の旅客施設と道路の境界等において改修等を行う場合に、工事
着手の30日前までに改修工事の内容等を市に届け出てもらうことが必
要。

• 奈良市内の一部のエリアにおいて、奈良県や奈良市観光協会によるバリ
アフリーマップが作成・公表されている。

• 今後、現在作成されていないエリアも含めたバリアフリーマップ作成に向け
て検討を進めることとしている。

• 奈良市が目指す姿
「多様なつながりを生み出す共生のまち」を実現するた
めに取り組む「３つの指針」のうちの１つとして設定。

届出対象範囲（一例） 下図のように具体的な届出対象範囲を示している
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◎ 行為の届出に関する事項

主な記載内容

奈良市ユニバーサルデザインマスタープラン【令和２年３月公表】

※凡例：◎必須記載事項、○任意記載事項
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＜「合理的配慮」等の普及・啓発＞

奈良市ユニバーサルデザインマスタープラン作成後の取組状況

また、 「耳マーク」や「手話
マーク」、「筆談マーク」の普
及・啓発にも取り組んでいま
す。聴覚障害者が「筆談で
対応できる」、「手話で対応で
きる」ことが一目でわかることに
より、安心して市役所を利用
いただけるよう、窓口でのマー
ク設置を推進しています。

奈良市では、障害のある人に「合理的配慮」を行うことなどを通じて、
障害のある人もない人も互いにその人らしさを認め合いながら共に生
きる「共生社会」の実現を目指す「障害者差別解消法」に基づき、
「合理的配慮」の意味や必要性について、リーフレット等を通じ、普
及・啓発を行っています。

認知症等で行方不明になる可能性のある方の情報を事
前登録することで、認知症の方やその家族を地域で見守り
あい、支えあうまちづくりのため、 「安全・安心❝なら❞みまもり
ネットワーク」という制度を推進しています。

＜認知症施策＞

●QRコード入りシール（無料配布）
整理番号を記したQRコード入りシールをアイロンやドライ

ヤーで靴や帽子など身に着けるものに貼り付けることができ
ます。行方不明になった人を発見された方がこのQRコード
入りシールを読み取ると、市役所や警察の連絡先が表示
され、ご家族への連絡につなげるものです。

●GPS携帯端末（有料貸出）
登録者のうち希望される方にGPS携帯端末を有料で貸

出ししています。GPS携帯端末を活用することにより、居場
所を検索・特定し、より早期発見につなげ、事故の防止を
図ります。

GPS携帯端末QRコード入りシール

窓口に設置した耳マーク、筆談マーク



●法定協議会：明石市ユニバーサルデザインのまちづくり協議会
●利用者の意見反映：①協議会の開催（８回）

②協議会に参加していない団体からのヒアリング（２団体）
③パブリックコメント（17件）

●計画期間：６年間（令和元年度～令和６年度）

●移動等円滑化促進方針の評価・見直しに関する方針：
• 協議会において当事者参画のもと、計画だけでなく具体的取組についても、検証・改善。
• 計画最終年度に、計画の検証を行った上で計画改定（継続的なスパライラルアップ）。

●移動等円滑化促進地区：12地区
設定 ①多くの市民や来訪者が利用する駅周辺で、徒歩圏内に３箇所以上生活関連施設が立地。
方針 ②「平成14年基本構想」で重点整備地区、準整備地区とされていた地区。

③地域発案の生活拠点地区で、徒歩圏内に３箇所以上生活関連施設が立地する地区も検討。
地区名 地区名

JR朝霧駅周辺地区 山陽電鉄西新町駅周辺地区
JR明石駅・山陽電鉄山陽明石駅周辺地区 山陽電鉄林崎松江海岸駅周辺地区
JR西明石駅周辺地区 山陽電鉄中八木駅周辺地区
JR大久保駅周辺地区 山陽電鉄東二見駅周辺地区
JR魚住駅周辺地区 山陽電鉄西二見駅周辺地区
JR土山駅周辺地区 松が丘地区

明石市ユニバーサルデザインのまちづくり実行計画【令和２年３月公表】
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①利用者視点に立ったユーザビリティの向上
②当事者・市民参画による計画・取組の推進

兵庫県明石市

○ 移動等円滑化に係る基本的な方針（基本理念の実現に向けた基本目標）

＜マスタープランの概要＞

市の目指す「住みたい・住み続けたいと思うまち」や、持続可能な開発目標（SDGs）の理念に基づき、「誰ひとり取り残すことなく助け合うま
ちづくり」という考えのもと、誰もが生き生きとした人生を享受することのできる共生社会の実現を目指し作成。
実行計画には、「ユニバーサルデザインのまちづくりを進めるための方針（マスタープラン）」と「事業を重点的・一体的に実施することが必要な
地区の方針（基本構想）」を一体的に位置づけることとしている。（基本構想は策定次第追加予定）

●市の概況： （平成31年4月1日時点）

人口 298,399人
世帯数 127,751世帯
市域の面積 4,942ha

高齢者数 78,612人 26.3%

身体障害者数 2,732人 1%
知的障害者数 2,813人 1%
精神障害者数 11,475人 4%

③「ハード」と「ソフト（ハート）」の両輪
④ユニバーサルツーリズムの推進

●作成期間：約１年３ヶ月（平成31年１月～令和２年３月）

地域公共バリアフリー化調査事業活用

⑤災害時等に対応したUDのまちづくり
⑥地域との連携
⑦計画の継続改善と見直し

※凡例：◎必須記載事項、○任意記載事項
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●移動等円滑化の促進に関する事項
• 地区ごとに目標と取組方針を記載。

●移動等円滑化促進地区の位置・区域
• 市域における移動等円滑化促進地区の位置を明記。

◎ 移動等円滑化促進地区（一例）
●主な生活関連施設・生活関連経路
（松が丘地区）
• 地区外の生活関連施設や主要施設も記載。

明石市ユニバーサルデザインのまちづくり実行計画【令和２年３月公表】

※凡例：◎必須記載事項、○任意記載事項



○ 心のバリアフリーの推進

○ バリアフリー情報の収集・整理・提供に関する事項

• 以下の旅客施設と道路の境界等において改修等を行う場合に、工事
着手の30日前までに改修工事の内容等を市町村に届け出てもらうこと
が必要。

• バリアフリーマップの作成・普及に努める
こと

• 市がマップを作成する場合には、バリアフ
リー法の規定に基づき施設管理者から
情報提供を受けながら進めること

• 民間や地域における作成・情報発信の
促進・普及に努めること

を記載。

• 「心のバリアフリー」の重要性や「心のバリアフリー」に
関する具体的な取組を推進していく旨を記載。

届出対象範囲（一例） 下表のように具体的な届出対象範囲を示している

12

◎ 行為の届出に関する事項

主な記載内容

明石市ユニバーサルデザインのまちづくり実行計画【令和２年３月公表】

※凡例：◎必須記載事項、○任意記載事項



ユニバーサルデザインの街づくり 心のバリアフリー

ありのままがあたりまえのまち
～ 誰もが安心して暮らせる「インクルーシブなまち」をみんなで ～

●実際の行動につなげるための気付きの機会の創出
＊歯科診療所スタッフ等事業者向けのユニバーサルマナー研修
＊新規採用教職員等の当事者との体験交流型研修
＊パラスポーツを通じて、子どもの多様性への理解を深めるため
に、教職員向けボッチャ指導用動画を作成

＊「I’mPOSSIBLE」プログラムを取り入れた特別授業

●当事者参画による共生のまちづくりの推進
＊2019年にまち歩き点検で指摘を受けた市所有緑地の段差を解消するために、
当事者参画を実施し、スロープを設置
＊多くの人が訪れる「商店街のバリアフリートイレ」の改修にあたり、当事者参画
を実施し、車いすユーザーなども使いやすく、来訪者のおもてなしになるよう
なトイレを整備

●官民連携による安全安心な移動の確保
＊鉄道駅の安全対策
＊UDタクシーの導入補助
＊道路の安全対策
＊エスコートゾーンの設置
＊飲食店などのBF化

●ユニバーサルツーリズムの推進
＊当事者のニーズに応じた観光情報等を提供するために、観光
モデルコースを紹介するユニバーサルツーリズム動画を作成し、
発信。 （４か国語対応）
事前に障害当事者と一緒にモニターツアーを実施し、意見を反映

●誰もが明石市を安心して楽しむための拠点として、
「あかし案内所」を整備 （2020年3月供用開始）

明石市ユニバーサルデザインのまちづくり実行計画作成後の取組状況
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射水市バリアフリーマスタープラン【令和２年３月公表】
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• 快適な歩行ネットワークの形成
• 施設内の安全性・快適性の向上
• 情報提供方法の充実

●法定協議会：射水市バリアフリーマスタープラン策定協議会
●利用者の意見反映：①協議会の開催（３回）

②協議会委ではない当事者団体へのヒアリングの実施（4団体）
③まち歩き点検（1回） ④パブリックコメント（7件）

富山県射水市

●計画期間：５年間（令和２年度～令和６年度）

○ 移動等円滑化に係る基本的な方針

＜マスタープランの概要＞

国では、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」を一部改正し、市町村におけるバリアフリーのまちづくりに対する取組を
強化していることから、全ての人が安心して生活・移動できる環境の実現を目指し、都市整備等と連携したバリアフリー化を推進するため、バリ
アフリーの基本方針を策定。
関連計画である都市計画マスタープランや都市再生整備計画等に位置づけられている地区を区域設定に反映。

●移動等円滑化促進方針の評価・見直しに関する方針：
• ５年目の令和６年度（2024年度）を目処に、移動等円滑化促進地区における移

動等円滑化に関する措置の実施の状況についての調査、分析及び評価を実施。
• 評価の結果必要があると認めるときは、マスタープランの見直しを実施。
• 具体的な事業を実施する機運が醸成した場合には、基本構想の作成へと移行予定。

●市の概況： （平成31年4月1日時点）

人口 92,867人
世帯数 35,225世帯
市域の面積 10,943ha

高齢者数 27,753人 29.9%

身体障害者数 3,557人 3.8%
知的障害者数 690人 0.7%
精神障害者数 524人 0.6%

●移動等円滑化促進地区：３地区
位置 面積 選定理由

小杉地区 約200ha
・都市中枢機能が集積（都市マスタープランの都市中核拠点）
・策定済基本構想の重点整備地区を包含するエリア
・都市再生整備計画区域

新湊地区 約146ha ・都市中枢機能が集積（都市マスタープランの都市中核拠点）
・都市再生整備計画区域

大門・大島地区 約91ha ・都市マスタープランにおける地域居住拠点
・都市再生整備計画区域

• 公共交通の充実
• バリアフリー意識の醸成
• 人材の育成

地域公共バリアフリー化調査事業活用

※凡例：◎必須記載事項、○任意記載事項

●作成期間：約１年３ヶ月（平成31年１月～令和２年３月）
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射水市バリアフリーマスタープラン【令和２年３月公表】

●移動等円滑化促進地区の位置・区域
• 小杉地区（面積：約200ha）

◎ 移動等円滑化促進地区①

●主な生活関連施設
• 小杉地区センター、コミュニティセンター、中央図書館、福祉施設、

商業施設等
• 旅客施設：あいの風とやま鉄道小杉駅

※凡例：◎必須記載事項、○任意記載事項

＜移動等円滑化促進地区の設定方法＞
• 既存の関連計画等に設定されている地区のほか、生活関連

施設の立地やアンケート・ヒアリング調査の結果等を踏まえ、
地区の範囲を設定。
主な記載内容
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射水市バリアフリーマスタープラン【令和２年３月公表】

●主な生活関連施設
• 大門総合会館、コミュニティセンター、

正力図書館、福祉施設、商業施設
等

• 旅客施設：あいの風とやま鉄道越中
大門駅

●移動等円滑化促進地区の位置・区域
• 大門・大島地区（面積：約91ha）

◎ 移動等円滑化促進地区③

※凡例：◎必須記載事項、○任意記載事項

●移動等円滑化促進地区の位置・区域
• 新湊地区（面積：約146ha）

◎ 移動等円滑化促進地区②

●主な生活関連施設
• 新湊地区センター、新湊交流会館、新湊図書館、

福祉施設、商業施設等
• 旅客施設：万葉線西新湊駅、万葉線新町口駅、

万葉線中新湊駅、クロスベイ新湊（公共交通ターミ
ナル）



• 右記の旅客施設と道路の境界等において改修等を行う場合
には、工事着手の30日前までに改修工事の内容等を市に届
け出ることが必要。
届出対象範囲 以下の施設間の出入口部分が対象
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○ 行為の届出に関する事項

射水市バリアフリーマスタープラン【令和２年３月公表】

位置 旅客施設 道路 届出の範囲

小杉地区
あいの風
とやま鉄道
小杉駅

市道 三ケ1101号線
市道 三ケ1102号線

鉄道駅施設と
の連続性確保

新湊地区

万葉線
西新湊駅 市道 新湊88号線 鉄道駅施設と

の連続性確保
万葉線
新町口駅 市道 中央町緑町線 鉄道駅施設と

の連続性確保

大門・
大島地区

あいの風
とやま鉄道
越中大門駅

市道 新町10号線 鉄道駅施設と
の連続性確保

主な記載内容

◎ 移動等円滑化の促進に関する事項 • 関係者間の意識共有のもと、一体的・計画的なバリアフリー化に向けた整備・維持を
推進するために実施する取組を記載。

○道路
• 既存歩道の拡幅
• 歩道のない道路における路面標示や電柱の移設等による安全対策の実施
• 視覚障害者誘導用ブロックや音響式信号機の適切な整備・改善
• 不具合がある箇所の迅速な情報収集 等

○建築物・駐車場
• 出入口や歩道等との段差解消
• 障害者等が利用しやすいエレベーター・スロープ等の設置・改善
• 施設内の視覚障害者誘導用ブロックの整備・改善
• 敷地出入口から施設出入口までのバリアフリー経路の確保
• 天候にも配慮した障害者等の優先駐車場の確保 等

○案内・情報提供
• 誰もが施設の存在や移動経路が分かりやすい施設案内の整備
• 誰もが見やすく分かりやすい時刻表や案内表示の設置
• 点字や音声等誰もが情報を入手できる案内設備の設置
• 施設や経路におけるバリアフリー情報の発信 等

○公共交通
• 旅客施設におけるエレベーターやスロープ設置等による出入口からホーム

までのバリアフリー化経路の確保
• 旅客施設内やバス停周辺における視覚障害者誘導用ブロックの整備・

改善
• バス停における車両との段差解消
• バリアフリー化された車両の導入促進
• よりスムーズな乗継ぎ等に配慮した運行の設定 等

※凡例：◎必須記載事項、○任意記載事項

（１）高齢者や障害者等の特性やニーズの理解
• 高齢者や障害者等の特性やニーズの理解を深めるための情報発信の充実。
• 高齢者や障害者等との交流活動への支援。
• バリアフリー・ユニバーサルデザインの推進に関する優れた取組の情報発信。
• 高齢者や障害者等に関するマークや富山県ゆずりあいパーキング（障害者

等用駐車場）利用証制度等の普及・啓発。
• 交通マナーや施設利用マナー等の啓発活動の実施。

主な記載内容

• 市民、事業者、行政のそれぞれの立場で協力できるよう行政が実施
する取組を記載。

○ 心のバリアフリーの推進

（２）人材の育成・確保
• 交通事業者や施設管理者のバリアフリースキルの向上を図る教育活動の促

進。
• 高齢者や障害者等の移動及び活動を支える人材の育成や市民団体等に

よる活動への支援。
• 学校教育におけるバリアフリー教育の充実。



• 具体的なバリアフリー化の整備を推進するため、基本構想策定に向け、令和３年度に協議会を
開催予定。
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＜基本構想の策定に向けた取組＞

射水市バリアフリーマスタープラン策定後の取組状況

基本構想の内容（案）

公共交通特定事業（ハード事業）
• あいの風とやま鉄道 越中大門駅構内にエレベータを設置。
• 都市再生整備計画に位置付けられた駅前線整備と一体化した取組を推進。
• 商店街等の生活関連経路の整備。

教育啓発特定事業（ソフト対策）
• 小・中学校において、心のバリアフリーに関する取組の実施。
• 公共交通事業者向けの接遇向上研修の開催支援。
• 市民向けに高齢者や障害者等の特性について理解を深めるための講座等を開催。

移動等円滑化促進地区③
（大門・大島地区）
において、駅構内にエレベーター設置等、事業の具体化が見込まれるため、基本構想を策定（重点整備地区の
指定）する予定。



川口市バリアフリー基本構想【令和元年５月公表】
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○安全・安心に暮らせるまちづくり
○重点整備地区の拡充
○地域特性の活用

●法定協議会：川口市バリアフリー基本構想推進協議会
●利用者の意見反映：①協議会の開催（５回）

②市民向けアンケートの実施（１回123通回答）
③パブリックコメント（意見なし）

埼玉県川口市

●計画期間：10年間（平成31（令和元）年度～令和10年度）

○ 移動等円滑化に係る基本的な方針

＜基本構想の概要＞

平成30年度に計画期間を終了した旧基本構想の実施状況を評価すると共に、新たに市域全体や隣接する市町村に存する駅も含めて重
点整備地区の設定を検証し、基本方針を改定、従前の３地区から９地区に拡充設定。
川口市都市計画基本方針における地域別のまちづくり方針を計画に反映。

●基本構想の評価・見直しに関する方針：
• 事業実施までの進捗管理のほか、PDCAサイクルにより、おおむね５年ごとに効果

検証を行い、必要に応じて見直しに取り組む。

●市の概況： （平成30年1月1日時点等）

人口 600,050人
世帯数 280,069世帯
市域の面積 6,195ha

高齢者数 135,609人 22.6%

身体障害者数 16,701人 2.8%
知的障害者数 3,353人 0.6%
精神障害者数 3,322人 0.6%

●重点整備地区：9地区
• 市内に立地する鉄道駅周辺地区のほか、市に隣接する鉄道駅周辺地区も検討

の対象として、市域の徒歩圏内に生活関連施設の有無等の要件を確認し設定。

○共生社会の実現
○段階的かつ継続的な発展

●作成（改定）期間：約１年５ヶ月（平成29年11月～平成31年３月）

位置 面積 位置 面積
川口駅周辺地区 約95.7ha 鳩ヶ谷駅周辺地区 約32.3ha
西川口駅周辺地区 約59.2ha 新井宿駅周辺地区 約45.4ha
東川口駅周辺地区 約80.1ha 戸塚安行駅周辺地区 約73.6ha
川口元郷駅周辺地区 約42.0ha 蕨駅東口周辺地区 約6.8ha
南鳩ヶ谷駅周辺地区 約17.9ha

※凡例：◎必須記載事項、○任意記載事項
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◎ 重点整備地区 ●主な生活関連施設・
生活関連経路
（川口駅周辺地区）

川口市バリアフリー基本構想【令和元年５月公表】

●重点整備地区の位置・区域

●移動等円滑化に
関する事項

（川口駅周辺地区）

※凡例：◎必須記載事項、○任意記載事項



○ 心のバリアフリーの推進
• 心のバリアフリーの実践に関する重要性や対応例を記載する

と共に、心のバリアフリーやその他のバリアフリーに関する取組に
ついて記載。
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◎ 特定事業の位置づけ

主な記載内容

• 事業の種別ごとに基本方針の整備目標を元に市の取組方針を作成
し、具体的な取組内容を記載。

※駐車場案内看板については、令和２年６月現在使用されているデザインのもの。

川口市バリアフリー基本構想【令和元年５月公表】

特定事業の取組方針（一例）

• 生活関連施設、生活関連経路等のバリアフリー化を具体化
するものとして、対象となる施設数を整理し、特定事業の実施
内容を明確化。

※凡例：◎必須記載事項、○任意記載事項



• 特定事業計画で定める整備項目の実施
状況については、年度ごとに各施設管理
者へ進捗確認を実施。
（令和２年度２月時点の整備率につい

ては、全体の約１割が整備済）
• 未実施の整備項目については、来年度

以降の整備予定の有無等を確認。
• 長期的な整備を必要とする事業について

は、今後、施設管理者へ事業化に向けた
予算確保等を検討していただくよう周知。
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＜特定事業の進捗管理＞

川口市バリアフリー基本構想作成後の取組状況

＜心のバリアフリーに関する取組状況＞
≪バリアフリー教室の開催≫
• 平成26年から、埼玉高速鉄道株式会社協力のもと、市内小学生

を対象としたバリアフリー教室を開催。
• 令和元年度までの６年間で、約1,600名の児童が参加し、白杖体

験や車椅子体験などのバリアフリーに関する体験学習の場として成
果をあげてきた。

• 令和２年度は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止と
なったが、来年度以降の開催を視野に入れ、今後も継続的に実施。

≪川口市おもいやり駐車場制度≫
• 車椅子使用者用駐車施設の適正利用を促進するため、市内施設

に本制度への協力依頼を実施。
• 令和２年度は、新たに民間施設２施設と協定を締結し、現在まで

に公共、民間施設合わせて162施設において利用可能。 川口市役所第一本庁舎駐車場

白杖体験の様子 車いす体験の様子

おもいやり駐車場の案内看板

視覚障害者誘導用ブロックの改修、グレーチングを目の細かいものに改修



知多市バリアフリー基本構想【令和２年３月公表】
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①安全・安心な移動経路の整備
②人にやさしい、誰もが快適に過ごせる施設の整備

●利用者の意見反映：①協議会の開催（4回）
②協議会構成員以外の団体を含む5団体にヒアリング
③高齢者、障害者、子ども連れ及び妊婦を対象にアンケートを実施
④パブリックコメント（10件）

愛知県知多市

●計画期間：ー（上位計画等の変更など必要に応じて見直し）

○ 移動等円滑化に係る基本的な方針

＜基本構想の概要＞

主要駅周辺での公共施設整備を契機として、バリアフリー基本構想を策定。
策定に際しては、全市的に重点整備地区の候補検証を行い、重点整備地区を１地区決定。

●基本構想の評価・見直しに関する方針：
• 特定事業計画について、各実施主体で情報交換を行い、PDCAサイクルによる

継続的・段階的な改善を図る。
• 重点整備地区以外の地区についても、重点整備地区のバリアフリー化の進捗状

況等を踏まえつつ、段階的なバリアフリー化の推進を検討。

●市の概況： （平成31年4月1日時点等）

人口 85,190人
世帯数 35,502世帯

市域の面積 4,590ha
高齢者数 23,235人 27.3%
身体障害者数 2,482人 2.9%
知的障害者数 560人 0.6%

精神障害者数 576人 0.6%

●重点整備地区：１地区
位置 面積 選定理由

朝倉駅周辺地区 約24ha

・市内の主要駅（3,000人／日以上）を中心とした地
区のうち、駅利用者数、バス運行路線数、生活関連施
設候補数、上位計画における位置づけ、将来プロジェク
トの状況を点数化して評価し、総合得点が高く、優先的
にバリアフリー化を推進する必要があるとされた

③心のバリアフリーや情報のバリアフリーの推進
④連携による継続的・段階的なバリアフリーの推進

●作成期間：約10ヶ月（令和元年6月～令和２年３月）

●法定協議会：知多市バリアフリー基本構想策定協議会

※凡例：◎必須記載事項、○任意記載事項
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知多市バリアフリー基本構想【令和２年３月公表】

●移動等円滑化に関する事項
• 移動等円滑化の基本的な方針に基づき、各施設における

基本的な考え方を定め、新設の施設等及びバリアフリー化
されていない経路を特定事業として位置づけ。

●重点整備地区の位置・区域
• 朝倉駅周辺地区（面積：約24ha）

◎ 重点整備地区

●主な生活関連施設
• 市役所、警察署、勤労文化会館、歴史民俗博物館、新図書館、

福祉施設、スポーツ施設、路外駐車場、商業施設等
• 旅客施設：名鉄常滑線朝倉駅（7,326人／日）

生活関連施設及び生活関連経路並びに重点整備地区の区域

区 分 名 称 基本的な考え方

旅客施設 朝倉駅
移動等円滑化された経路などを適
切に維持します

官公庁施設

市役所
特定事業に位置付け移動等円滑化を
図ります（新庁舎）

知多警察署
移動等円滑化された経路などを適
切に維持します

文化・社会施設

勤労文化会館 建築物移動等円滑化基準への適合
に努め、かつ移動等円滑化された
経路などを適切に維持します歴史民俗博物館

新図書館
特定事業に位置付け移動等円滑化を
図ります

商業施設など 複合商業施設、ホテルなどの施設
特定事業に位置付け移動等円滑化を
図ります

路外駐車場 朝倉駅前駐車場
特定事業に位置付け移動等円滑化を
図ります（新朝倉駅前駐車場）

福祉施設
福祉活動センター 建築物移動等円滑化基準への適合

に努め、かつ移動等円滑化された
経路などを適切に維持します

市民活動センター
・総合ボランティアセンター

スポーツ施設

メディアス体育館ちた
建築物移動等円滑化基準への適合
に努め、かつ移動等円滑化された
経路などを適切に維持します

知多運動公園庭球場

物産フードサイエンス1969知多スタジアム

生活関連施設の移動等円滑化に関する基本的な考え方

生活関連経路の移動等円滑化に関する基本的な考え方

※その他の事業…生活関連施設、生活関連経路に関するバリアフリー化事業のうち
特定事業に該当しないもの

No 路線名 基本的な考え方

① 駅前ロータリー その他の事業（※）に位置付け移動等円滑化を図ります

② 市道緑町１号線（仮称） 特定事業に位置付け移動等円滑化を図ります

③ 市道緑町２号線（仮称） 特定事業に位置付け移動等円滑化を図ります

④ 都市計画道路 大田朝倉線 移動等円滑化された経路などを適切に維持します

⑤ 市道10270号線～10503号線 移動等円滑化された経路などを適切に維持します

⑥ 市道10114号線～10115号線 特定事業に位置付け移動等円滑化を図ります

※凡例：◎必須記載事項、○任意記載事項



○ 心のバリアフリーの推進
• 新設の施設、経路、移動等円滑化されていない経路について

は特定事業に位置付け。
• 心のバリアフリーや情報のバリアフリーについて、主に福祉系の

計画に紐付けられた取組を位置づけ。

主な特定事業
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◎ 特定事業の位置づけ

知多市バリアフリー基本構想【令和２年３月公表】

主な記載内容

具
体
的
な
特
定
事
業
が
実
施

さ
れ
る
場
所
を
明
記
。

特定事業 実施内容
道路
特定事業

• 歩道の凹凸や端部の段差解消
• 視覚障害者誘導用ブロックの連続的な整備 等

路外駐車場
特定事業

• 移動に制約がある方が優先的に利用できる駐車マスをで
きる限り駅の近くに設置

• 駐車マスから出入口へのバリアフリーな移動経路の整備

建築物
特定事業

• 分かりやすく、見やすいサインや、快適な移動を促進する
多様な手段による案内設備の充実、整備の推進

• 使いやすい多目的トイレの整備
• 車椅子やベビーカーと人がすれ違うことのできる廊下幅の
確保 等

事業種別
バリアフリーに向けた

取組
出典

心の
バリア
フリー

啓発広報
活動の推進

◆広報ちたやホームページなどを使用
した障がいについての啓発の実施

◆ユニバーサルマナー（※）の普及に向
けた啓発

◆福祉フェスティバルの開催

◆広報ちたやホームページなどを使用
した子ども条例の周知による意識
啓発と、「子育てきらきら通信」、
子育て支援ガイドブック「はっ
ぴぃ」などによる子育てに関する
情報の発信

◆高齢者向けの講演会や出前講座を開
催

・第3次知多市地域福
祉計画

・第3次知多市障がい
者計画

・知多市子ども・子
育て支援事業計画

・知多市高齢者保健
福祉計画第7次改訂

福祉に関する教育の推進

◆学校における福祉教育の充実

◆生涯学習における福祉学習の推進

◆コミュニティにおける福祉活動への
支援

・第3次知多市地域福
祉計画

・第3次知多市障がい
者計画

情報の
バリア
フリー

情報収集、
提供の充実

◆障がいのある方のニーズなどの情報
収集と共有化

◆利用可能な福祉サービスや諸手続な
どに関する情報の提供窓口の充実

◆広報ちたなどによる福祉サービスに
関する情報提供の推進

◆点訳、朗読、手話、要約筆記などの
人材育成を推進

◆高齢者やその家族による主体的な
サービス選択ができる環境づくり

・第3次知多市地域福
祉計画

・第3次知多市障がい
者計画

・知多市高齢者保健
福祉計画第7次改訂

(5) その他の事業（ソフト対策）

※ユニバーサルマナー…障がい者や高齢者など、自分とは違う誰かのことを思いやり、適切な知
識を持って、適切なサポートをするという行動で、すべての人がマナーとして身に付けている
のが望ましいとされています。

（例として、車いす用駐車施設、障がい者用トイレ等を真に必要な方が円滑に利用できるよう、
一般利用者に対してサインの設置をすることなどがあります。）

※凡例：◎必須記載事項、○任意記載事項



• 特定事業等進捗状況総括表を作成し、事業の実施状況を見える化。
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＜特定事業の進捗管理＞

知多市バリアフリー基本構想作成後の取組状況

＜心のバリアフリーに関する取組状況＞

【その他の事業(ハード対策)】 〇：設計 ⇒：工事・実施

Ｒ1 Ｒ2 Ｒ3 Ｒ4 Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7 Ｒ8 Ｒ9 Ｒ10

歩道の凹凸や端部の段差解消

歩道のセミフラット化

分かりやすく、見やすいサインや、快適な移動を
促進する多様な手段による案内設備の充実、整
備の推進

視覚障がい者誘導用ブロックの連続的な整備

視覚障がい者・聴覚障がい者に対する安全な誘
導策の検討

バスやタクシー、車の乗降場所から駅への屋根の
設置や、ベンチなどの休憩場所の整備

リフトバスの乗降ができる空間の確保

車いすやベビーカー等使用者が安全・安心で快
適に移動できるよう、段差の解消や広い乗降ス
ペースの確保

対象施設

生活関連経路①
駅前ロータリー

生活関連経路②
市道10517号線
（市道緑町１号線(仮称)）
との整合を図りながら事
業を実施する。

配慮事項

知多市 〇 ⇒⇒⇒

事業主体 事業内容
実施予定時期

整備状況

実施中 完成イメージ

【その他の事業（ソフト対策）】 ⇒：実施

Ｒ1 Ｒ2 Ｒ3 Ｒ4 Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7 Ｒ8 Ｒ9 Ｒ10

広報ちたやホームページなどを使用した障がいに
ついての啓発の実施

ユニバーサルマナー（※）の普及に向けた啓発

福祉フェスティバルの開催

広報ちたやホームページなどを使用した子ども条
例の周知による意識啓発と、「子育てきらきら通
信」、子育て支援ガイドブック「はっぴぃ」などによ
る子育てに関する情報の発信

高齢者向けの講演会や出前講座を開催

学校における福祉教育の充実

生涯学習における福祉学習の推進

コミュニティにおける福祉活動への支援

知多市・
社会福祉協議会

知多市・
社会福祉協議会

⇒

⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒

対象事業

啓発広報活動
の推進

福祉に関する
教育の推進

⇒⇒

事業内容
実施予定時期

心の
バリアフリー

事業主体 整備状況 配慮事項

継続実施

⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒


